
ニユース・ダイジエス卜

-・ 1509004発行
IS0 9004の2009年版が2009年11月 1 日付けで発行された。従来、 1S09001 とコンシステントペアと

称され、 2 つの規格が一対になった概念で9004は踊集されてきたが、本版から1S09004はIS09001か

ら独立した一つの規格としての性格を強く打ち出したものになっている。 JIS規格の発行は「“2010年

4月以降"となる見込みJ である.

h抗日/Iwww.we'加ω民民a.orjp/we図的問/な:JP/ind位jsp
テクノファでは、 IS09004の使い道、特に「組織の自己像J を明確にして、何を強くしなければなら

ないか、それをどのように実践するのかなどについてのセミナーを行っております。

hはw/www.uョchnofer.aλjp/

・・ 15026000のDIS発行、日本語参考訳を公開、 ISO/5R圏内委員会
「組織の社会責任」を扱うD1Sが発行されたのを受けて、その日本語訳が公開されている。 他の1S0

規格と異なり、 乙の規格は開発ステージごとに英語原文、日本語訳が無料で公開されており、組織の社

会責任の一端を具体的に展開している好事例であると評価されている。

h仕日//1田26000J:開店品，/ f目白:/d∞:/2009/也26000 disJr.txlf 
この国際規格は、 90を超える国及び40を超える社会的責任の異なる側面に関与する固瞭的又は幅広

い基盤を持つ地域組織のエキスパートが関与する、マルチステークホルダーアプローチによって開発さ

れた。これらのエキスパートは、消費者、政府、産業界、労働者、 非政府組織 (NGO)、並びにサービ

ス/サポート/研究及びその他という 6つの異なるステークホルダーグループから代表が遷ばれた。さ
らに、起草グループの中で、発展途上国と先進国のバランス及び男女のバランスを満たすよう特別な配

慮がなされた.全ステークホルダーグループから幅広い代表者の参加を確保すべく努力がなされたが、

ステークホルダーの完全かつ平等なバランスは、資源の利用可能性及び英語能力の必要性を含むさまざ

まな要因のため制約を受けている。

..  JAB MS502-20 10 r認証範囲及びその表記に関する基本的な考え方j 原案が公開される
認証範囲が、 適用されるマネジメントシステム規格の意図に沿って適切に設定され、その内容が利害
関係者に誤解されることがなく伝えられることは、 マネジメントシステム規格に基づく認証制度全体の

信頼性を確保する上で、非常に重要であるが、現行ではこれに関連する認証基準、指針等がない。

h仕w/www品horJp/f，田dback/20091104_1~~

【ニユース】マネジメントシステム闇連のニュース・ダイジェス卜 .. .1.....2 

【紹 介】(駒テクノファ回連会祉並びに黛欝握揖先の紹介 ・・・2

【割 潰】 I今慢のJABの取組みについてJ (財)日本直合性寵定協会専務理事井口斬一民・・・3......8

1 



「

..注目のリスクマネジメント関連規格・ガイドが発行される
lSO 31000:2009 Risk management -Princil>l白血dguidelines 

「リスクマネジメントー原則及び指針』およびlSOG凶，de 73:2009 が発行された.
とれはリスクマネジメント効果断頭舗のためにすべての形態・事業規模の組織で適応できる. 白009/11/15)

原本PDFダウンロード…10.584円(本体10.080円)
原本冊子税込価格・.10.584円(本体10.080円)

http://www.webs旬民同.orJp/webs加問:/Foreignfh回lIjplFぽeignTopic油価

1 併問ノフア関連会祉並びに業務提携先の紹介 1 
『全国各地に広がるテクノフア・ネットワークj全国各地でテクノファのセミナーを開催しています。

お近〈のテクノファ関連会社並びに業務担揚先開催セミナーもど受鰐〈ださい圃

.兵庫県地区 NPO兵庫県援術士会(1 SO部会)

神戸市産業振興センタ-(JR神戸駅徒歩8分)で内部監査員 2 日間コースを開催

NPO兵庫県技術士会ISO部会長の「技術士機誠部門」宮本仁(ヒトシ)です.

lS09001 品質. IS014001 環境の内部監査員2 日間コースは、地元の状況を勲
知した兵庫県技術士会が、財団法人神戸市産業振興財団より150内部監査員養成

の要請を受付、平成9年にlS09001を、翌10年にlS014001の養成コースを(株)テ

クノファと三者共催で開設致しました.

主任審査員の審査経験を活用し、機械、電気・電子、経営工学等ベテラン技術
士のISO有資格者とメンバーを組み内部監査員 2 日間コースを夫々隔月に開催し
ております.

お蔭様で認証取得されたお客様からは大変好評を得ております.

なお当技術士会には、航空・宇宙、情報、 原子力、建設、 造船、金属、化学等あらゆる分野のエキスパ

ートが所属しており、認証取得支擾等ご要望に即座に対応できる体制がございます。今後とも何卒よろ
しくお願い申し上げます。

-九州中南部地区 (有)テクノファMS九州
九州の中心熊本市をベースに九州一円で 150研修、コンサルティングを実施

会社樺要
代表取締役中川昭博

URL:h悦広//www.也ch-m8.i∞，jp

Em困1: aki-naka@f3.diαUlejp 

〒860・0863 熊本県熊本市坪井2丁目4

モットー:基本に忠実に、文化継承の、実務に密着したムリ・ムダ・ロス排
除のシステム構築・運用

研修内容

QMS: 内部監査員(全業種・建設業の 2 日間)、内部監査員スキルアップ(1 日間・2日間)、〈全14コース〉
規格入門(1 日間L 規格解説(2日間L 推進者育成(2日間)EMS: 内部監査員(全業種・建設業の 2 日間L

内部監査員スキルアップ(1 日間}、規格入門(l日間)、推進者脊成(2日間)個人情報保甑プライバシ
ーマーク) :内部監査員(1 日間)、システム構築(1日間)関係会社 : 有限会社テクノ・マネジメント
研究所コンサルティング==>各社経営に大いに役立っています I1 :QMS、 EMS、 OHSAS.

ISO/TS16949、 FSMS. HAIαP、個人情報保輩、 EA(エコアクション)21、 5S ・ TPM活動、 他(ご

希望の内容・レベル)及びこれらの組合せ
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今後のJABの取組みについて
(財〉日本適合性認定協会専務理事井口新一氏

本稿は昨年12月東京穴井町きゅりあんで開催された第16固テクノファ年次フォーラムの掴漬か

ら(財)日本適合性認定箇会専務理・井口新一氏よリ頂いた「今後のJABの取組みについてjを紹介

します。

皆様今日は、 lABの井口です。

とれまでの活動経過を紹介しながら、今後JAB

としてどのように取り組んでいきたいかをお話さ

せて頂きたいと思います.

.150発行重鎮件豊富

ISOサーベイの結果によると、 IS09000は世界

で95万件、 14000では15万5千件登録されており

ます。世界の登録件数ベスト10で見ると、 9000

では中国が一番で、イタリア、日本と続いており、

14000では中園、 日本といった順になっています.

3、 4年前にIS0が集計方法を変更したため、私ど

もで公開している日本に於ける9000および

14000の登録件数とISOの件数が合わず、 IS0の

方が2万件ほど多くなっていますが、何が原因か

は解かつておりません.多分、国際的な認証機関

のカウント数が何処かでダブルカウントされてい

るのではないかと恩われます.ここではISOのデ

ータをそのまま使用します。とうした件数はとの

制度が世界中でかなり完成してきたととによりま

す。

IIJABとMLA加盟
JABが認定機関として役割を果たしていく中で

「相互承認のメンバーになるJ という目的があり

ましたo 1993年のJAB発足以来、 1998年にQMS

の相互承認メンバー加盟、 2003年にEMSの阻A

加盟、 2009年、製品認証MLAの審査が終わ り、

2010年のPAC総会、民F総会で、 MLA加盟が決

定する運びです。

各々のMLAの開始時期に沿って早急にメンバ

ー加入を進めて来ました.品質のQMSが1998年

に始まり加入、 EMSは2004年に始まり加入しま

したが、製品認証は今年審査を受け来年度メンバ

一、しかしこの開始は2004年であり、大きなギ

ャップがあります.
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(台、

.相互承認悔定(MLA)とは

その背景のひとつ、「相互承認とは何か ?J につ

いて説明します。

当初、 9001の認証を取得しないと、ヨーロッ

パへの製品輸出ができないとされ、 9001取得が

日本で盛んになったと聞かれますが、その考え方

が強〈残ってしまった、つまりとの国で認証を取

っても各国で受け入られるものがMLAだと思っ

ています.それを凶F認定機関での表現だと、 I'MLA

加盟の認定機関から認定を受けた認証機聞が発行

した畳録証は他国の同じ条件下で発行された登録

証と等価である」等価(Eq叫va1ent)であるから受

け入れてくださいという考えが当初阻Aでした.

ところが製品認証になるとIAFからもFrame

work MLAと説明がされ、ととで戸惑いが生じ

現在もlAFでとの区分をどうするかという議論を

していますが、その解釈として rMLA加盟の認

定機関から認定を受けた製品認証機闘が発符する

製品認証書は他国の同じ条件下で発行された製品

認証書と同等に信頼低quaUy re1泊ble)できるj と、

「同等に信頼できる」という部分で言葉が変わっ

ています。ここがJABでも理解が充分進まなかっ

たために遍くなりました.



.IAF MLA実施領域

IAF MLA実施領域
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MLA実施対象鋼絡

• MLA革大決定済
み規鎗:

略。'/IEC 170♀4， 
ISMS及びFSMS

現在のMLAがカバーしている規格を示した表

です。 9000の恥fLA、 EMSから下の組織を守る規

格が含まれているのが先程の等価(EQuivalent)と

言われているMLA。ところが右から二つ目のと

ころに製品認証に使われる Iガイド 65J があり

ますがその下に組織が提供する規格がありません。

ここが「等しく信頼出来る」とされており、差の

あるととろです。つまり製品認証は各国それぞれ

に適用される安全基準や詳細が違うのですが、関

わる認証機関が製品を認証する際は世界で同一の

基準で審査し信用してもらって良い、と少し意味

合いが違ってくる訳です。それで製品認証の方は

Framework MLAと表現しています。このよう

な違いはありますが認定機関としてはど乙に関わ

るMLAかを常に聞いながら自分遣の立場もはっ

きりしておくことが大切だと思います。

-認定機閣の役割

認定機関の役割

rS017000(適合性解価・間際)の定議

適合性E平価鍾闇(包値観関、 tま酸jiJí等}に闘」特定の適合性E平価業務を

行う憶力を公式に実Eしたことを伝える第五者恒明を行う畿閑

「認定機関とは何か」について「適合性に閣し、特

定の適合性評価業務を行う能力を公式に実証した

ことを伝える第三者証明を行う機関」となっ てい

ますが、解かり易くいうと、一般の方(企業も含
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む)が製品やサービスを購入したいが信用できる

か迷った時に認証機闘が代わって確認することに

なる。ところが一般社会の方達から認証機調の信

用性を問われた時、これに対して認定機闘が代わ

って信頼に足る審査がされているか確認するとい

う構造が出来ている訳です。認証を受けた製品・

サービスの提供組織に注目が集まりがちですが、

ポイントとしてとの制度の基になっているのはー

離社会或いはサービスを受ける企業です。 íとの

認証機関の保証は信用出来るのかJ という問に対

する答えとして、 IAF(世界的な認定機関の集まり)

には認定機関だけでなく認証機関また企業の代表

も加わっていますが、例えばJABだと日本以外の

認定機闘が審査をして「乙のJABは国際的な基準

で見て共通の審査手法を用いている。」と保証し、

札Aのメンバーになるという構造になっています。

ここで何もIAFが保証しなくても日本の政府でも

良いのではないかとの見方もありますが、日本圏

内で活用される場合は国の保証だけで良いのです

が、一般の社会・顧客がクローパルな場合は必ず

しも日本政府のお墨付きは保証にならず、 IAFの

審査が必要になります。何故かというと政府は基

本的には国民を守る義務があり、日本の国中にお

いて不合理なことまで言う必要はないとなるとグ

ローパルな他国の人にとっては一抹の不安が残る

という理由があるのです。世界の共通した基準で

評価してその認定機闘が正しく仕事をしているか

の判断を任せることになります。

こうして制度として形が出来上がり、 MLAの

成果が出てきた訳ですが、幾つかの課題も話題に

なりました。

.制度の課題

制度の課題

ロ 海外語定機闘が認定した認証機関の支店、 フランチャ

イズが行う審査活動の管理

1 990年代後半、主としてアジアの限定機関から問題提起
→必ずしも適切に課題対処されなかった (1) 

中国政府による凶F*下&定働関への問題指摘

・ 2002年、国外認定に関するIAF方針(凶FCross-Frontier 

Accreditation Policy)の臨輪開始(lAF技術委員会)

2006年、圏外霞定に関する方針の完結(lAF MLA管理香員会)

」二二」

管理対象の支店、フランテャイズの決め方等、関連疎題1Jf残っ
ている



それは1990年後半アジアの認証機関が中心に

提起し、「認証機関の支店、フランチャイズが行

う審査はきちんとそこを認証した認定機関が管理

しているか、審査しているのか」という問題でした。

しかし残念なことに当時1AFでしっかり受けとめ

た議論はされませんでした。問題意識はありまし

たがどうするかを踏み出せないうちに中国政府が

これを問題にし、 1AFと方策についての議論をし

ましたが内容は守秘義務があるとして完全にはオ

ープンにされていません。守秘義務の立場をとっ

た認定機関は中国政府へのデータ提出を断りまし

たし、提出した認定機関は信頼性を守るという立

場から出したようです。その後2002年からこの

中国の問題或いはそれ以前の問題を受けてCross

Frontier Accreditation Policyという国外認

定に関する1AFの議論が始まり 2006年には実行

に移すことになりました。基本的には認定をした

各認定機関で重要な機能を果たしている所は全て

審査しなさいというものです。こうして一応の動

きはありましたが管理対象となる視点とかフラン

チャイズの定義ということからいくと、まだ審議

する点があるというのが現状です。

.審査の課題と導入効果

審査の課題

ロ IAF Concept on Expected Outcomes 

1509001 や15014001 認証組織の顧客(利害関係者)からの現在

の審査結果に対するフィードパック (2007年3月 IAF-TC)

・ “認証組織の品質・環境パフォーマンスは組織の顧客や利害関係者

の期待に応えていない(認証されたマネジメントシステムから

の.. Outcomes が十分考慮された審査になっていない)“

ロ インドからの報告

E インドの認定機闘が、 1509001 で認証された組織を訪問したとこ

ろ、充分な認証審査が行われていないことが判明した

ロ 車庫固の新聞報道

- 審査せずに認証書偽造、 5認証機闘を摘発、 4人を逮捕、起訴(朝

鮮日報 2009.1 1. , 6) 

審査の課題として「認証組織の品質パフォーマ

ンスは組織の顧客や利害関係者の期待に応えてい

ない」という指摘がされました。その後インド、

韓国においても審査への不安や偽造が疑われる問

題が出ています。このように審査及び管理をする

認定機関の問題はまだまだある ι思います。
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日本の審査の実態についてJABのアンケート結

果からどのような問題があるのか見ていきます。

19001は機能しているか」、この間いには「品

質管理システムの基盤が出来た、従業員の品質意

識が向上した」との回答が多くありました。

9001 の本来の目的は確かに「品質管理システム

の基盤構築」かも知れませんが、更に顧客満足へ

の動きがあって初めてこの9001のループが繋が

る訳です。むしろ「製品またはサービスの質等の

パフォーマンスの向上」が判断基準になるべきで

すが、まだそこまで至らない状態です。

-機能していない組織での導入実態

機能していな
い組織での
1509001 導入
実態

10項目から

遭択

銅07年 N=112

。，

100 ・001 0)包匝取得・鍾婚が目的であるため

不適合の是正処置が表面的なものに値わっているため

プロセスの量楊劃定が有効に.徹していない〈どうすれば

良いか分からない}ため

規格要事事項の調足にa申するあまり、.務プロセス 1:
治った取組みになっていないため

肉・5監査が有効に・健していないたの

マネヲメントレビューが有効に樋健せず， QMSO)鐘持・改.
活動1:結びつかないため

トヲプマネジメントの.皐が反映されていないた働

コンサルタント・の指示週')1こシステムを栂律したた.. 

20・

量録時と状況が度化して.当初の目的からずれた又l左目的 同ー『

が鍵〈なったため 」ー」

"者 "省

. , U ・・l

801 II 1 目。m

。

O&A 

O&A 

O&A 

O&A 

o 10 ~ m ~ ~ 伺怖

JAB 2007年QMS
アンケートより

N=88 

逆に機能していないと回答した理由には組織で

の1S09001導入実態「認証維持が目的だった」或

いは「不適合の是正処置が表面的だ、った」との項

目があります。認証取得維持が目的、というのは

組織の姿勢だから仕方ないところもあります。是

正処置が表面的なものに終止していることについ

ては、組織と審査員双方に責任があると思います。

本来認証すべきではない組織まで認証してしまう

ことが信頼を損なう元になっている現実を捉えて

次のステップを踏んで行く必要があると考えます。

圏内の一般社会からの反応ですが、 9000QMS

スタート時点には I1SOは書類の山を作るだけ」

との批判がありました。それらを真撃に受け止め

たιζろ、余りに規格に忠実な姿勢を固持した審



「

査であったり、指摘を受けることへの抵抗感から

実際の作業と異なる手順で通させていたのではな

いかとの印象があります。

.製晶認証とマネジメントシステム認証

最近では企業認証組織から認証された企業が何

故不祥事を起こすのか、といった反応が多く聞か

れます。ただこの反応にはマネジメントシステム

認証に対する誤解もあるように思います。そのー

っとして製品認証とマネジメントシステムとの違

いが混同されて反動を受けていると思われます。

認証に対する誤解もあるように思います。そのー

っとして製品認証とマネジメントシステムとの違

いが混同されて反動を受けていると思われます。

製品認証とマネジメン卜システム認証

製品認証 マネジメントシステム認証

Q.初めて眼晶/サービス奄瞬入する. I I Q. 今回蘭人したIIN'tーピス肱良かコた。

このaßfサービスは仕織に I I 波間も閏躍度'CI)Ii質の民団月」ピスが
合意しているだろうかつ I I 裳俄されるだろうか?

Aハイ、大丈夫です.

Itßlit-ピス由。X~!IIに

含絡しているかを・2をしています.

Q.之の会松長L 環凋周語も起こさず、

事績にi'J置した活也をしている.

今後もこの状11を飢けτくれるだるうか?

満足しているかを膏宣しています.

製品認証の場合は製品及びサービスの初回購入

にあたりそれらが仕様に合致しているか判断する

のに認証機関が「基準に合格しているととを審査

しているので大丈夫」と保証します。一方マネジ

メントシステムでは、 「基準に見合った作業手順

で生産され次回も同仕様での購入が可能かj 或い

-これまでのJABの活動

これまでのJABの活動(1 ) 

口認置機関の公平性の確保特定産業界が設立支援

した認証機関の存在は、日本の認証樋闘の特徴の
ひとつ

-関連機関やコンサルティングと認証活動の完全分灘の

推進
ーにユF

• ISO/IECガイド 62及び66からISO/IEC 1 7021への移
行に先立ち、公平性確保に関するJAB Noticeを発行
(Z，∞6年同)

-欧州認証機関連盟から臥F policyの" No more, No less" 

に抵触との苦情を受ける (苦情の根源は、 Noticeで群
細記述を行ったことによる}

これまでのJAB活動を受けて日本の認証機関を

考えると、関連機関及びコンサルティングと第三

者の立場からの認証とを分離する必要があると認

識し fJAB担自の基準ではなくIAFのガイダンス

に沿った基準で提供する」 という形で“JAB

Notice" を出しました。

これについては欧州の認証機関連盟からIAFの

方針である“No more, No less" 基準に抵触す

るとの指摘を受けて食い違いのあったところです。

JABの“Notice" には、大きく分けて3つ項目を

入れました。一番目は「同じ法人内でのマネジメ

ントシステム認証とコンサルティング業務を禁止

する。」二番目は「認証機関が全面的な支配権を

持つ子会社に対して認証を与えるのは公平性の観

点から問題。」三番目は『コンサルタント業務を

提供した会社との関係が認証機関の公平性に対す

る容認出来ない脅威を与えることもあり得る。 J

これはIAFのガイダンスにあったことそのままで

すロその中でJABが一例として I全面的な支配権

とは、資本関係が何%以上なら良い悪い」という

細い数字を出したことで、 IAF欧州の審査機関の

連合から苦情を受けた経過もありましたが、基本

的には17021で対応可能として取り下げました.

は「環境についても良いパフォーマシスを継続し ・認証機関の力量分析

てもらえるか」ということに対して認証機闘が保 それからもう一つ機関の力量分析の審査を決め

証する、この二点に大きな遣いがあると思います。 ょうということでした。 MLA相互承認の審査の

現状か更に向上したものが期待できるのがマネジ 際に力量不足についての指摘があり、議論の上き

メ ン トシステムです。 ちんと審査で使っていこうと考えています。

かなりの認証機関で企業、業界の知識の上に審
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査のポイントを把握する力量を備えた審査員によ

り質を向上させる方向で検討していただいている

と思います。

-マネジメン卜システムの審査

認証機関の力量分析

1 .特定分野を審査するに岳要な力量の決定

2. 審査対象組織を審査するに必要な力量と
機闘が事前に分析していた当鼓分野を審査する

に必要な力量とのギャップ分析

3. 審査対象組織を審査するに適した力量を持つ

審査チームの編成

JABの活動の中ではマネジメントシステム認

証審査の在り方として審査の視点の中心は組織の

本来の活動、業務の仕方にあり各々のマネジメン

トシステムが管理された経過になると考えていま

す。従ってマネジメントシステムの審査は、これ

らを認識して各々のシステムからのアウトプット

指標を見ながらQMS、 EMS、 OHSAS或いはセキ

ュリティに関係するISMS等が機能しているか検

証していく作業になり、こうした見方をするのが

「有効'性審査J ではないかと思います。

.苦情・不祥事対応

これまでのJABの活動 (4)

ロ苦情・不祥事対応
・登録された組織が起こす不祥事は、登録組織全体
からみると少数である、かもしれないが・. . . 

件数
号。

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

。

2∞5年度 羽田年度 E目白7年度 2臼沼年度

7 

JABの活動で特に世界の認定機関と比較して特

異なところが苦情処理です。

この表を見ていただくと棒グラフの左側はJAB

に対する異議、二番目が苦情、三番目が認定した

審査機関に対する苦情、一番右は登録組織への一

般からの苦情ですn 一般的には認定機関は認定し

た機関への苦情までを受け付けて組織に対する苦

情は受け付けていません。我々がそこまで受けよ

うというのは世の中で何が起きているかが非常に

良く分かるからです。ここで得た情報を認定審査

の観点に取り入れてきました。組織への苦情で最

近多いのが不祥事対応です。不祥事対応について

JABは2007"'8年にJACBと共同検討し一応合意

が得られましたが、当初見込んでいた「対応から

得られる経験を関係者で共有し、レベルアップを

図る」までには至りませんでした。また、発生時

に規制当局が入るため認証監査の審査がなかなか

出来ないことへの批判もあるので今稜改訂が必要

になるかと思います。

2008年7月に経産省からのマネジメントシステ

ム規格認証制度の信頼性確保ガイドライン発行を

受けてJAB他の認証機調によってアクションプラ

ンが公表されました。こうした議論が出来るのも

日本でのこの制度を支えている方々のご努力の結

果だと思います。詳しくはホームページをご覧く

ださい。 r審査員の質向上と均質化」についても

検討の余地はあるもののそれなりに成果を持ち、

「情報の公開」も検討しています。 r有効性審査

また認定機関の在り方」の今後について、またエ

ンドユーザーへの分かり易い行動仕様も話し合っ

ており、乙れらは rMS認証懇談会」でフォロー

或いはリファーをしていく予定です。制度の未整

情な点についてはグローバルな認定機関のネット

ワーク、または特定の海外の認定機関を活用して

JABとで話し合いながらJAFの国外認定方針だけ

では不十分な部分を詰めていきたいと考えていま

す。 JABではローカルの認証機関の継続的な審査

は海外認定機関に代わって実施する提案を計画し

ています固また、 JAB自身直接認証組織を調査す

るAccreclitation Market Surveillanceの実施を

検討しています。



-今後のJAB横討事項

今後のJAB検討事項 (2)

ロ 認定審査手法の改善

ロ 認証審査手法の誘導

ロ 認証組傭へのマネジメントシステム
認証活用の働きかけ

ロ 制度利用者{一般社会、規制当局)
への理解活動促進

乙の4つの検討事項の中の「制度利用者〈一世性出語、

規制当局)への理解活動促進」はホームページで分

かり易くするための作業を現在進めています。利

用者としての規制当局については制度の結果が信

頼できるという実績を示す活動方向で展開すると

思います。下から 2番目の認証組織のマネジメン

トシステム活用への働きかけは二重帳簿を作らず

組織の業務で審査を受けるのが基本ということで

す.認定機関の審査というのはまず情報を集め書

類審査、事務所審査、認証機関の審査の立会いを

行なってそれぞれ適切かを見て行きますが反省と

してこれらの審査が細切れに符なわれており実際

のパフォーマンスを確認するためには審査手法の

改善が要るというととです.認証機関へも同様な

誘導をしたいと思います.

-マネジメントの6項目

マネジメントの 6項目

1.方針(policy)

2. 目標・目的(objective)

3. 計画(planning)

4. 管理 (control)
<

5. 保ø.{assurance)

6. 改善(improvement)

品質に関する指揮及び確認として管理には6つ

の項目がありますがとれは適合しない部分をあげ

つらうチヱツクではなく、至らないととろを明示

しその部分を補強することで次のアクションに繋

げるものです。マネジメントシステムは9000か

ら作るのではなく組輔自身の立場、 言葉で構築し

発展させていくべきでその考えに立つと、まず組

臓は規格に頼らないQMS、組織の目標を達成す

るための仕組みを作る、いかにして商品が売れる

か、マーケットからのクレームがあればいかに商

品に転換するかというもので、環境においても岡

樽に14001に頼らずともしっかりと作る、それを

見るのが外部審査員になるということです。内部

監査でもあら探しにならないよう業務ベースで検

討し問題点の提示ができる乙とを目指すべきだと

思います。また組織を強化していくためには認証

機関の評価が必要になってくると思います。

.r社会周j としての適合性評価制度

そのために「第三者適合性評価制度」を今後も発

展させていきたい訳ですが、これは認定機関、 認

証機関だけが頑彊るのではなく一般社会、組織の

方々、関係者、などが適切な理解をとの制度に持

っていただき、今まで以上に審査の執行を開発、

改善していく必要もあると思います。それから組

踏も現在日本で活用されている認証組織を良くも

悪くも変えることができる事を是非認識していた

だきたいと思います。

JABは、組織は必ず社会の役に立つ、信頼出来

る社会をつくるためのひとつの手がかりとなり社

会の底上げが出来るという意味から「社会財」とい

う言葉を使っています。この「社会財」としての適

合性評価制度の確立を目指して皆様のご意見も常

に聴きながら頑張って改善し、認定審査も進めて

仔きたいと思っていますので、今後ともよろしく

お願いします。

本日はどうもありがとうございました。
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